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2021 年度 一般社団法人大阪市西区歯科医師会 

通常総会 議事録 

 

日時：2021 年６月 12 日（土）18:00〜 

 

場所：四ツ橋サンワールドビル１号室 

〒550-0014  大阪府大阪市西区北堀江 1-6-2  

（新型コロナウィルス感染症対策として、マスクの着用、入場の際の検温、手指の消毒、ソーシャ

ルディスタンスがとれる着席配置を講じ開催した。） 

 

出席者：理事１０名/１０名・監事２名/２名、会員１２名 

欠席者：会員１名 

 

進行：中島 健専務 

本日の資料は、あらかじめ配信しました、2021 年通常総会議案書です。議案書をお忘れになった

先生は、受付に用意がございますので、お申し出下さい。 

では開会の辞を、本会 副会長 福原 英洋より申し上げます 

１． 開 会 の 辞  

 

福原副会長：皆さんこんばんは。週末お疲れの所お集まりいただきありがとうございます。 

総会開催にあたりましてはコロナウイルス感染症対策には万全を期しておりますが,ご出席の皆さ

んには慎重かつ迅速な進行にご協力お願いいたします。 

それでは只今より 2021 年度一般社団法人西区歯科医師会通常総会を開会いたします 

 

中島 健専務：福原副会長ありがとうございました。では、会長挨拶を井手会長よりよろしくお願

いします。 

 

 

２．会 長 挨 拶 

井手会長：みなさんこんばんは本日は、お忙しい中、一般社団法人大阪市西区歯科医師会、2021

年度通常総会にご出席賜り、有り難うございます。武漢新型コロナウイルスの世界的蔓延の中、又、

緊急事態宣言発令中で、各診療所も大変な状況とお察し申し上げます。 

今回も、またこの様な形式で総会を開催いたします事、皆様のご理解、ご協力よろしくお願いい

たします。 

さて、前年の通常総会でお認めいただいた、会則組織検討委員会および選挙管理委員会の設置の

もと、前回臨時総会でお約束しました第 1回会長予備選挙を行うことができました。そこで本日こ
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の後、誕生するであろう、新執行部が西区歯科医師会の先頭に立ってこの会を引っ張ていただける

ものと思います。 

皆様のご協力をお願い致します。 

武漢新型コロナウイルスの為、本年度の集会活動はほとんど行えませんでした。2021 年度の会費

徴収は無しと臨時総会で決定致しました。加えて、今後の感染状況を予想することは難しいため、

会の財政安定化のために、毎年特別会計から本会計へ 200 万円繰り入れしていましたが、2021 年

度に限っては繰り入れ無しと考えています。後ほど第４号議案でご審議、宜しくお願い致します。 

私の永年の希望でありました西区地区広報誌を、広報委員会のお陰で第一号の発刊ができました。 

これから西区地区の交流の場と成ることを切に希望致します。 

最後に、前回も申し上げましたが、西区歯科医師会は、主権が会員に在ること、および、この会の

一般社団法人としての性格を十分に認識すること、会員相互の親睦、融和、共存共栄は当然であり、

いやしくも会員相互に軽蔑、中傷するような言動は厳につつしみ、歯科衛生に関するすべての指導

と実践の責任者としての態度と恥ずべき点のないことを要求される。先輩諸兄が築かれました伝統

を大切にし、これからも益々発展していきたいと思いますので皆様のご協力をよろしくお願いいた

します。これで私の６年間の最後の会長挨拶といたします。 

本日はありがとうございます。 

 

中島 健専務： 

井手会長ありがとうございました。総会開催に先立ち、ただ今、受付で出席会員数の確認を行いま

したので、それを点呼に代えさせていただきます。 

現在、本会 正会員数は94名ですので、過半数は48名です。 

本日の出席者数は 20名です。これに、委任状の提出により議決権を行使した会員 64 名を加

えますと 84名 になり、定款12条に則り、定足数に達しますので、本総会は成立することになり

ます。なお委任の内訳は、すべての議案への賛成者が64名です、反対０名、以上です。 

 

3. 議 長 選 出  

中島 健専務： 

ここで定款第１４条に則り、議長、副議長を会場内より選出します。どなたか自薦、他薦はござい

ますか？ 

 

(議場から執行部一任との声あり) 

 

中島 健専務：執行部一任をいただきましたので、執行部としては、藤野会員に議長を久留島会員

に副議長をお願いしたいと思います。みなさまよろしいでしょうか？ 

 

（議場から異議なしとの声あり） 

 

藤野議長・久留島副議長： 

議長に選出されました藤野です、副議長の久留島です。 
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総会開催の前に、西区に長年在籍されました、名誉会員の大迫勲先生の訃報がございました。 

故人のご冥福をお祈りして、みなさんと黙祷を捧げたいと思います。みなさまご起立をお願いしま

す。 

 

（黙祷） 

おなおり下さい。 

 

参加者には、スムーズなご審議をどうぞよろしくお願いします。 

それでは、2021年度通常総会を開催いたします。 

まず、皆様にお願いがあります。会場内でのご質問、ご意見、ご要望がございます場合には、挙手

をお願いします。議長が指名させて頂きますので、必ず、お名前をお聞かせ下さい。  

議事録作成のために、録音を行っていますので、後ほど議事録を書き起こすときに聞き取ること

が出来ませんのでご協力をお願いします。 

また先程お知らせしましたように、感染対策には集会時間を極力減らすことも重要ですので 

慎重かつ迅速なご審議にご協力をお願いします。 

 

それでは、定款第17条において、「議事録は、議長及び出席した社員のうち議長から指名された議

事録署名人2名が署名をする」とあります。従いまして、議事進行の前に議事録署名人２名を議長

から指名させていただきます。今回は井上会員・甘利会員を指名いたします。 

異議はございませんでしょうか？ 

 

（議場から議長一任との声あり） 

 

藤野議長：では議長一任ということで、井上会員・甘利会員を議事録署名人として選出します、挙

手よろしくお願いします。ありがとうございます。       

          

4. 報     告           

藤野議長：それでは通常総会ですので、報告事項から行いますが。執行部追加で報告はないでしょ

うか？ 

 

井手会長：追加はございません。 

 

藤野議長：ないと言うことですので、早速、議事に入ります。 

 

5. 審 議 事 項 

第1号議案「2020年度事業報告の件」につきまして審議致します。 

執行部、提案理由の説明をお願いします。 
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中島健専務：昨年度の事業報告は、議案書記載の通り、コロナで多くの事業が中止になっておりま

すが、役員会１回、理事会を５回 WEB 等を利用して開催しました。 

理事会議事録は、会員ホームページの中で PDF で閲覧可能としておりますので、是非ご確認くださ

い。 

第一号議案、昨年度の事業報告は以上です。 

 

藤野議長：それでは、第1号議案「2020年度事業報告の件」につきまして、会場のほうより質疑を

受け付けます。ご発言をされる方は必ず、氏名を告げてマイクでお願いいたします。 

どなたかございませんでしょうか？ 

無いようでしたらこれで質疑を終了します。 

では第1号議案「2020年度事業報告の件」につきまして採決を致します。 

承認される方は、挙手をお願いいたします。 

挙手多数。会場内の賛成者数に委任状にて議決権を行使した会員の数を加え、賛成者が総正会員数

の議決権を有する者の過半数を超えましたので、第１号議案は執行部原案どおり可決・確定いたし

ました。 

 

続きまして、第2号議案-2020年度決算報告の件について執行部、 提案理由の説明をお願いします。 

 

高間理事： 

会計の高間です。 

第2号議案-2020年度決算報告の件についてご説明いたします。 

新型コロナ感染症緊急事態宣言の中お集まりいただき有難うございます。 

令和２年度決算書案を報告致します。議案書 4~13 ページとなります。ご確認お願いいたします。 

5 ページは賃借対照表 

6 ページ賃借対照表内訳表 

7 ページは正味財産増減計算書 

8 ページは正味財産増減計算書内訳表 

9 ページは財務諸表に対する注記 

10 ページは付属明細書 

11 ページは財産目録 

12 ページは理事承認印 

13 ページは監査報告書になっております。 

まず初めに、7ページの正味財産増減計算書から報告説明致します。 

一番左が科目となっており右に当年度、前年度、増減、当年度内容となっております。 

当年度と前年度の大きく変動のあったところを説明いたします。 

各科目をご覧ください。 

① 経常収益の受取入会金 200 万円（中谷先生） 

② 年会費は 4,875,000 円、受取総会費は０。新年互礼会未開催のため。 

福祉委員会収入は０。秋季旅行自己負担分が無かったためです。 

③ 受取寄付金の祝い金収入０。新年互礼会未開催のためです。 

④ 受取助成金のところで、文化と健康の集い事業収入が未開催のためです。 
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その他の項目で前年度と大きく変更はありません。 

⑤ 雑収入のところで、持続化給付金 200 万円が支給されました。 

合計で経常収益計が 9,723,019 円になります。 

 

次に、経常費用（支出）に行きます。 

① 事業費については高齢者対策委員会費が０。未開催のためです。機材メンテナンスや購入等が

ありませんでした。 

福祉委員会費 15,700 円。ソフトボール中止、秋季旅行が未開催のため、大きく減少しています。 

医療保健委員会費０は、社保講習などの活動がありませんでした。 

文化と健康の集い事業費は、未開催でしたが、8020 表敬式のみありました。 

緊急薬品配布事業 268,722 円。2年に一度のその年に当たります。 

事業費合計が 58,899 円になっています。 

 

② 管理費については 

交際費が 260,770 円、コロナの影響により活動が中止されたためです。 

会議費は 59,859 円、理事会や役員会が zoom で開催されたため。縮小されています。 

通信運搬費は、610,373 円。コロナにより郵送での受け渡しが増加したため。 

総会費はここが大きく変わっているところで、会場は貸し会議室利用し、懇親会が開催できま

せんでしたので、36,870 円に減少しております。 

印刷製本費 53,688 円、前年度は名簿作成の年であったため、今年はありませんでした。 

慶弔費 178,860 円、長寿の祝いはありましたが、古希の祝いの該当者０でした。 

以上合計で、経常費用計が 2,833,144 円になります。 

当期経常増減額が 6,889,875 円、それはコロナの影響により支出が少なかったため上記の余剰金が

でました。 

最後に正味財産期末残高は、38,148,295 円です。 

次に、8ページを見てください。7ページの報告に特別会計がプラスされたものです。 

大きく変わっているところはありませんので、確認として当期経常増減額のところを見てください。 

合計として一般会計と特別会計合わせ、当期経常増減額は 6,889,875 円になりました。 

最後の正味財産期末残高は、38,148,295 円となります。 

次に５ページに戻りまして、賃借対照表をご覧ください。 

① 科目資産の部から流動資産の当年度のところで、現金は 0,普通預金は 23,075,077 円,定期預金

が 10,000,000 円未収入会費は 0,未収入金は 196,815 円です。その内訳は生涯歯科推進事業費 

151,597 円,源泉所得還付金が 4,2071 円、事務費が 3,447 円、過払い金が 5,500,000 円これは

70 周年記念事業費です。流動資産合計が 38,772,892 円。固定資産はありませんでした。 

負債の部、流動負債、未払い金が 573,597 円その内訳は役員通信費が 220,000 円、生涯歯科推

進事業費 151,597 円、税理士報酬 154,000 円、執務費 48,000 円になります。 

下に行きまして固定負債はありませんでした。 

最後に負債および正味財産合計が 38,771,892 円になります。 

次に 6ページ賃借対照表内訳表は、先ほどの５ページの当年度分を一般会計と特別会計に分けてみ

た表ですので割愛します。 
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最後に 11 ページの財産目録をご覧ください。 

先ほど説明した貸借対照表をまとめたもので特に追加されるところはありません。 

資産の部、負債の部合わせて正味財産合計が38,148,295円になりました。ご報告致します。以上

です 

 

藤野議長：高間先生ありがとうございました。 

続きまして、会計および業務の監査報告をお願い致します。監事の先生、よろしくお願い致します。 

 

松井監事：会計および業務の監査報告を致します。横石、松井我々監事2名は令和3年5月13日会

計および会務について監査を行いました。なお出席者は井手会長をはじめ副会長2名、専務理事、

担当常務理事さらに顧問会計士の笠原先生で行いました。 

監査報告書を読み上げさせていただきます。 

一般社団法人大阪市西区歯科医師会 会長 井手成信殿 

監事 横石篤始、松井正弘 

私たちは令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの令和２年度における会計会務につい

て監査を行い、次のとおり報告する。 

１．監査の方法の概要 

会計監査については、帳簿及び関係書類を閲覧し、計算書類（貸借対照表・正味財産増減計算書）、

附属明細書及び財産目録の閲覧など必要と思われる手続きを用いてその妥当性を検討した。 

２．監査意見 

計算書類、その他の附属明細書及び財産目録は、一般社団法人大阪市西区歯科医師会の財産及び正

味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認める。 

附属明細書及び財産目録は、法令又は定款に従い一般社団法人大阪市西区歯科医師会の状況を正

しく示していると認める。 

会長、副会長及び理事の会務の遂行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な

事実はないと認める。 

以上です。 

 

藤野議長： 

松井先生どうもありがとうございました。 

それでは、第 2号議案-2020 年度決算報告の件に対する質疑を受け付けます。 

どなたかご質問の方は挙手願えますか。ございませんでしょうか？ 

それでは第2号議案-2020年度決算報告の件につきまして採決を致します。 

承認される方は、挙手をお願いいたします。 

挙手多数、会場内の賛成者数に委任状にて議決権を行使した会員の数を加え、賛成者が総正会員数

の議決権を有する者の過半数を超えましたので、 

第2号議案は執行部原案どおり可決・確定いたしました。 

 

それでは、第 3号議案-2021 年度事業計画案の件と第 4号議案-2021 年度会計予算案の件 

(特別会計から一般会計へ200万円を特例的に組み入れない件) 
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につきましては関連事項であるので、一括審議致します。執行部説明をお願いします。 

 

井手会長：では第3号議案-2021年度事業計画案の件について説明いたします。 

議案書１４ページをご覧下さい。 

会員相互の親睦福祉を図り、地域歯科医療の普及および向上に寄与するため次の事業を行う。 

（1）学術研修  （2）医療保険  （3）会員の福祉  （4）会員の税務（5）地域歯科医療 

今年度は５回の理事会・年４回の役員会を集会あるいは zoom にて開催を予定しております。また、

2022 年度１月には、延期を繰り返しております、70 周年記念と新年互礼会を同時に開催できれば

と願って、事業計画を立てました。第４号議案と共に後ほど慎重審議をお願いします。続きまして

4号議案-2021 年度会計予算案の件 

についてですが、まず特別会計から一般会計へ 200 万円を特例的に組み入れない件について、説明

をさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によって、2020 年度は新年会を始め、各委員会活動、各

行事の中止が余儀なくされました。そのため先程お認めいただきました、前年度収支決算では、約

680 万の余剰金が出ました。会員の先生が皆さん感染症対策に苦慮され、困難に耐え忍んでいる状

況に少しでも応えるため、またこのような状況がいつ終息するのか見通しが立ちません。今後の有

事にも備えるためにはできる限り特別会計口座の預貯金を取り崩さない方が会務の安定化につな

がると考えました。２月の臨時総会で承認いただいた2021年度会費免除(約470万)措置に加えて、

2021 年度特別会計の運営協力金(200 万)を一般会計に移動することを特例的に取りやめることと

したいので,それを踏まえていただき、第４号議案 2021 年度会計予算案の件について高間会計理事

より説明を致します。 

 

高間会計：それでは議案書の 15 ページから 17 ページになります。 

16 ページと 17 ページの２枚があるのですが、16 ページが当年度予算額と前年度予算額の増減がプ

ラスされたものですので字の大きい見やすい、16 ページのほうで説明致します。 

当年度の予算案は前年度新型コロナ感染症を踏まえて考慮し想定して計上しています。 

当年度と前年度の大きく変動のあったところを説明致します。 

まず、科目をご覧ください。 

（１）経常収益 

受取入会金 4,000,000 円 入会予定者２名 

① 受取年会費 0 は、２月の臨時総会により承認された会費免除（１年間）執行部一同理事会員の

皆様方が感染症対策、医院経営、いろいろな困難に応えるため,少しでもお役に立ちたいという

気持ちで免除にしています。受取総会費 250,000 新年互礼会開催予定のため。（コロナの状況

にもよりますが） 

福祉委員会収入 100,000 円秋季親睦会開催予定（レクリエーションをしたいためです）のため。 

② 受取寄付金０ 

③ 受取助成金 前年度と大きく変わるところはありません。 

④ 雑収入が普通・定期預金利息併せて 1,200 円。経常収益計は一般会計と特別会計合わせて

5,367,200 円になります。 
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（２）経常費用支出に移ります。 

実際には、イベントの開催は難しいかも知れませんが、予算をつけておかないと実施できないとい

うことになりかねますので予算をとっています。 

① 事業費 

福祉委員会費 500,000 円は先生方の元気な姿を見たいという思いで会員親睦でレクレーション

を行いたいため。 

健康展事業費 800,000 円は１１月開催ですのでコロナ縮小も考え想定し予算を組んでいます。 

緊急薬品配布事業は２年に１度のため今年はありません。 

広報委員会費 300,000 円は新設され西区広報誌発行費の予算です。（西区先生方の情報を発信と

会務報告しています。） 

事業費合計、一般特別会併せ、7,920,000 円 

 

② 管理費 

会議費 250,000 円（先生方忙しいと思いますが、役員一同との連携を図っていくため） 

支払手数料のところで、125,000 円は後期高齢者事務手数料チェック負担が大きいので予算を

組んでいます。 

総会費 1,700,000 円は新年互礼会開催予定で会員の皆様方の元気な姿を見たいので是非予定し

ております。 

印刷製本費 250,000 円は名簿作成費に今年が当たります。 

その他変更はありません。 

管理費合計として 5,315,000 円となります。 

経常費用計は、一般会計と特別会計を合わせて 13,235,000 円となっています。 

当期経常増減額が 7,867,800 円になります。マイナスになりますが、前年度決算額 6,889,875 の余

剰金があるので問題はありません。 

 

経常増減の部のところで、他会計へ振り替えの項目のところで、毎年移行している特別会計からの

200 万円一般会計の組み入れは今年に限り 0としています。その事が会務の安定つながると思うか

らです。 

最後に正味財産期末残高が合計 30,280,495 円になります。以上で収支予算の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 

藤野議長：井手先生、高間先生どうもありがとうございました。それでは、第 3号議案-2021 年度

事業計画案の件と第 4 号議案-2021 年度会計予算案の件(特別会計から一般会計へ 200 万円を特例

的に組み入れない件) 

に対する質疑を受け付けます。 

どなたかご質問の方は挙手願えますか。挙手がないようですので、 

それでは第3号議案-2021年度事業計画案の件と第4号議案-2021年度会計予算案の件(特別会計か

ら一般会計へ200万円を特例的に組み入れない件)につきまして採決を致します。 

承認される方は、挙手をお願いいたします。 

挙手多数。 
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会場内の賛成者数に委任状にて議決権を行使した会員の数を加え、賛成者が総正会員数の議決権を

有する者の過半数を超えましたので、 

第３号議案・第４号議案は執行部原案どおり可決・確定いたしました。 

それでは最後の第 5号議案-2021-2022 年度 理事・監事候補者について につきまして審議致しま

す。 

執行部説明をお願いします。 

 

中島専務：では第5号議案-2021-2022年度 理事・監事候補者について 説明させていただきます。

定款および前回の臨時総会でお認めいただきました、規約に則り、理事候補者１２名と監事候補者

２名について審議をいただきたいと思います。なお、理事候補者上から７名については、会長予備

選挙における５名以上の業務執行理事候補として推薦者になったものを常務理事候補としてあげ

させていただいておりますが、あくまでも、理事候補者の承認をいただいた後の第１回新理事会に

おいて理事互選で確定することになりますことをご理解いただき、また監事候補２名も上程させて

いただいておりますので、併せて慎重なるご審議の程よろしくお願いします。 

藤野議長：中島先生ありがとうございました。 

それでは、第 5号議案-2021-2022 年度 理事・監事候補者に対する質疑を受け付けます。 

 

槇田会員：この臨時総会の後にですね？専門家の意見は聞かれたんでしょうか？ 

 

中島専務：検討しますと申し上げましたが、臨時総会からこの通常総会の間にこの会則を変更する

ことはできませんので、ですので６月から新しい執行部を立ち上げようと思うと、前回お認めいた

だいた臨時総会の規約変更でそのまま進めさせていただかないといけないと考えました。 

 

槇田会員：わかりました。その会長予備選挙というのは誰が決めはったんですかね？この日は？ 

 

中島専務：会長予備選挙は執行部から提案だけはさせていただきましたが、選挙管理委員会に決め

ていただきました。 

 

槇田会員：では会長予備選挙の 9条にですね、会長は会長予備選挙の期日をその期日前１ヶ月前に

告示しなければならないと 9条 1項に書いてます。井手先生が告知しなければならないという事で

はないでしょうか？ 

 

中島専務：一切の選挙に関しては選挙管理委員会がするということも条文に入っていますので、選

挙管理委員会細則ですね。 

 

槇田会員：日本歯科医師会会長予備選挙公示については令和２年の12月4日に公示しております。 

これもみなさんに配布しました。見ていただいたら。 

この選挙管理委員会からの会長予備選挙の告示のお知らせというのは 3月 4日に来てます・ 

そして 3月 7日で締め切りとなっていますが。ここに日歯をモデルとしてと書いてありますが 

そこはどのようにお考えなのでしょうか？ 
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中島専務：はい、これ日歯のモデルの間は何日でしょうか？日歯においても大阪府歯科医師会にお

いても告示から立候補の間は数日なんですね。これは僕もなんでだろうと最初思ったんですが、色

んなパワーが働かないようにというのが１つ、例えば収賄であったり多数派工作というものが起こ

らないように数日間という短い期間でやっているようであります。 

 

槇田会員：はいそれはわかります。でもその前にいついつ選挙やりますよというのは何週間か前に

お伝えするのはどこの地区でもそうなっています。 

 

中島専務：選挙やりますよってお知らせしてます 

 

槇田会員：今回お知らせはないですよね？ 

 

中島専務：３月４日に告示してある 

福原副会長：槇田先生 それは選挙いつするかという話ですか？ 

 

槇田会員：９条に書いてある、井手先生がまず告知しないと、そこから選管から来るのは分かりま

すが 

 

福原副会長：配信した文章で井手先生の名前で出さなければいけなかったということですか？ 

 

槇田会員：この９条が規約に書いてあるので、そこをどうご理解されてるか？っていうことです 

 

中島専務：３月始めの告示の時に、それをやりますよっていうのを兼ねて、投票〆切りは１ヶ月後

にしていた 

 

槇田会員：いや ここに会長がって書いてます９条に、選挙管理委員会じゃないんですよ 

 

中島専務：第３条で規定しているとおり、これ生駒先生からしっかり言われたんですけど、選挙管

理は選管が仕切れと。 

 

槇田会員：いやそれは分かります。立派な先生、生駒先生がおっしゃっているんですからそれはそ

うでしょう。しかし、読めばそう書いてあるんでそういう説明があってもいいんじゃないか 

 

中島専務：それは３条と９条に少し齟齬があるのかもしれませんね 

 

槇田会員：監事はどう思われますか？ 

 

横石監事：はい、２名の監事と致しましては不徳の致すところでございまして、そこまでの配慮が

足りなかったと思います。以上です。 



11 
 

 

中島専務：会長の名前が入っていれば良かったということですかね？ 

 

槇田会員：いや そこは法律の専門家に聞いていただいたらいいと思います 

 

中島専務：ですからこれ６月の総会が終わらない限り、２月の臨時総会で決めていただいた規約を

変更することはできないんですよ。だからこのまま行かざると得なかった。それでよろしいでしょ

うか？ 

 

槇田会員：私というより会員のみなさまがそれで良いと言うならそれでいい 

 

中島専務：冒頭に述べましたように、これまでに選挙管理の文章等は会員へ一斉配信周知させてい

ただいて、今回この第５号の上程に至った訳ですが、94 名のうち 68 名が提案どおり賛成いただい

ている訳です。 

以上でございます。 

 

井手会長：3条には選挙は全て選挙管理委員会が管理するということになってます。３条が優先と

いうことで解釈しておりまして、この９条に関しては選挙管理委員会が告示された方がいいと私は

思ってましたので、槇田先生が仰るように会長名も入れるべきであったと、これを見て理解しまし

たので、次回からは連名でだすようにすれば、規約は変えなくて済むと思うので、あんまり触りた

くないので、この規約に大きな間違いがあれば変更しますが。連名で告示するということで 

今後はさせていただきたいと思います。 

 

藤野議長：槇田先生どうもご提案というかご指摘ありがとうございました。 

監事からもお詫びの言葉がございましたので、執行部もこのように申しておりますので、 

槇田先生どうかご理解賜りたいと思います。 

 

他にご質問ございませんでしょうか？ 

 

それでは第5号議案-2021-2022年度 理事・監事候補者につきまして採決を致します。 

承認される方は、挙手をお願いいたします。 

挙手多数 

会場内の賛成者数に委任状にて議決権を行使した会員の数を加え、賛成者が総正会員数の議決権を

有する者の過半数を超えましたので、 

第３号議案・第４号議案は執行部原案どおり可決・確定いたしました。 

 

それでは我々はこれで失礼させていただきます。 

 

横石監事：すいません 70 周年の会計報告、中間報告をします。 

今回はここに入れないといかなかったかも分かりません。みなさんのお手元に報告書が行ってると
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思います。 

もう２年前になるんですが、550 万円の会計の中から 70 周年の記念誌、マップがちょうど完成し

ました。 

また会誌の方見ていただいたと思うんですが、松井先生を始め２名の先生、十何回集まっていただ

いたということです。お疲れさまでした。いまの残高ですが 340 万円ほど残っておりますので、来

年の１月には盛大なパーティーあるいは記念式典を行いたいと思っておりますので、みなさまのご

協力をよろしくお願いします。 

あともう一つ 

ついでと言うたらあれですが、学校歯科医会のほうで堀江中学校の松井先生が退会されます。後任

に高間先生が松井先生の推薦もありまして、この４月より堀江中学校の校医をしていただいており

ます。 

また学校歯科医の先生におかれましては、この６月の間になんとか健診を終わらせて欲しいと市教

委のお願いでございます。いまワクチンをみなさん１回目終わられたくらいだと思いますが、どう

しても２回目終了してからやりたいという先生がおられましたら、学校側と協議の上、行って欲し

いと考えております。以上です。 

 

中島専務：横石先生ありがとうございます。他会の話が出ましたので、連盟とか報告ないでしょう

か？ 

 

向野会員：昨年はコロナの影響もあり、ほとんどの政治の会は中止となりました。連盟からは報告

は なしとさせていただきます。 

 

中島専務：国保どうですか？ 

甘利会員：特にないです 

 

中島専務：ケアステーションはどうですか？ 

 

槇田会員：ケアステーションではないんですが、基金事業が昨年は中止になりまして今年度６月よ

り再開されました。１１圏域でやれる病院がもう日生病院だけとなりました。日生病院さんのすご

いご理解で、歯科医の情報提供書が３年間で 4600 件日生病院で出させていただいて、まあ大正も

港も福島も色んな地区から挨拶いただいております。あと今年度６月から始まりましたが、西部圏

域６地区でやることになっているんですが、藤野先生には大変申し訳ないんですけども２年間のゴ

タゴタがまったく解決せず、他の５地区の方からもなんとかならいないか？という事だったんです

けど上手く行かないので、今年度は今のところ５地区でやると西区は外れることになりました。し

かし病院の方から必ず槇田が同席してくれということがありまして、しかもコロナワクチン２回終

わったスタッフしかダメだと。いうことで６月は私が担当します。この後、磯田先生も推進委員な

んで、磯田先生にも協力していただいて６月から３月まで 10 ヶ月間、執務としてはほぼ 100 日く

らいだと思います。そのようにやって行きます。以上です。 

 

では総会はこれで終了します。１０分間の休憩を挟み 
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その間に第１回理事会を開催しまして、新執行部より報告がございますので、お時間がございます

方はこのままお待ちください。19:10から再開します。 

 

第2回理事会(新理事会)を開催 

 

第２回理事会報告 

福原新会長： 

ただいまの第２回理事会で、理事互選の中で、私が新会長として推挙されました。 

今から、理事の各担当一覧をお配りして 

井手先生 本当に６年間お疲れさまでした。また前会長を始めとして諸先輩方がご苦労されて実現

いたしました一般社団法人化やいまだ終息の見えない新型コロナウイルス感染症対策に尽力され

ていたことを引き継ぎ、現在のこのような時期に会長の任に就くことに大変な責任を感じておりま

す。会員の日々の診療が安心してスムーズに行われるよう、大阪府歯科医師会との橋渡しをするこ

と、そして三師会、他地区歯科医師会、保健福祉センター、地域病院などの外部団体との連携をと

り、多岐に渡る福祉事業に対応すること、本当に困難で大変なことであります。 

そこで各分野に造詣の深い理事、役員のみなさまにご協力いただき、微力ながら西区歯科医師会の

ために責務を果たして行く所存です。 

またそれには全会員のみなさまのご協力が必要となってくると思います。 

新執行部、新役員共々本日よりよろしくお願いします。 

本日はありがとうございました。 

 

中島専務：閉会の辞を瀬尾利文新副会長よりお願いします。 

 

8.  閉 会 の 辞 

 

瀬尾 利文副会長：  

 

総会なるべく早く終われということですので、簡潔にしたいと思いますが、 

今日で井手先生が会長を退かれるということで、この６年間横について色々とお話しを聞いたり 

指導を受けていて、井手先生の人柄であったり、それから顔の広さですね。本当にフットワークが

良くて、本当に学ぶことが沢山あったなと。こういう風に今更ながら思っております。 

そういうところを、新会長である福原先生にも継承していただいて、僕らももちろんそうです。 

周りでサポートしていく立場として、井手先生の良いところ、この６年間でやって来られたことを

参考にしながらこれを継続していければなと思っております。 

これからのことでけど、福原先生こんな大変な時期に会長を引き受けていただきました。もちろん

理事もそうですけど、このあと役員その他の本会から言われた仕事もそうですし、西区の仕事もそ

うですし、非常にたくさんの仕事があります。それを各会員の先生にもお願いすることがあります

ので、それはご自分のできる範囲で、出来たら引き受けていただきたい。 

それから西区会員として１人１人が誇りを持ってですねこの会務を遂行してきっちりと運営でき
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るように、会員全員でやらなければいけないんですね。 

そういう所をお願いして、今回の閉会の挨拶とさせていただきます。 

本日はお疲れさまでした。終わります。 

 

中島 健専務：本日の総会日程を終了します。みなさまありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




